
****************************************************************************** 

2017年 10月 20日（金） 

米国でのビジネス～様々な州における雇用法の要となるポイントの比較と対照～【大阪】 

****************************************************************************** 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、当事務所は下記の要領にてセミナーを開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

 

米国は 50の州から成り立ち，それに伴い沢山の違った法律を有します。メイン講師の北川リサ美智子米国弁護士は，米

国雇用法について多くの日系企業に対して法的助言をしてきた経験を有しておられます。本セミナーでは，カリフォルニア州・ニ

ューヨーク州・ジョージア州・イリノイ州・ワシントン州・ニュージャージー州・テキサス州・ケンタッキー州などの人気のある州でビジネ

スをするにあたり，日系企業として考慮した方が良いと思われる事項や要となる雇用法のポイントを紹介すると共に，仲裁同

意書を作成する重要性等を解説していただきます。また，人事・労務を専門とする当事務所の牟礼大介弁護士が，日本人

及び日本企業の立場から，米国雇用法上留意すべき点や疑問点について北川弁護士と質疑応答し，皆様の理解をより

深めていただくことを目指します。 

 なお，ご説明の際に英語が混じる可能性がございます。 

 

記 

 

 日時：2017年 10月 20日（金）17：00～18：30  

 場所：弁護士法人大江橋法律事務所 大阪事務所 

    〒530-0005大阪市北区中之島 2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階 

TEL：06-6208-1500（代表） FAX：06-6226-3055 

 主催：弁護士法人大江橋法律事務所 後援：公益社団法人 関西経済連合会 

 参加費：無料 

 申込先：こちらの URL からお申し込みください。 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=marb-latfkf-efddc8182a1bb9dc1743d860c014af72 

※申込多数の場合は、抽選等の方法により参加者を決定させていただくことがありますことをあらかじめご了承ください。 

 お問い合せ先：弁護士法人 大江橋法律事務所 事務局 藤井 

            TEL：03-5224-5566（代表） FAX：03-5224-5565 

            E-mail：seminar-tokyo@ohebashi.com 

 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=marb-latfkf-efddc8182a1bb9dc1743d860c014af72
mailto:seminar-tokyo@ohebashi.com


 講師紹介： 

北川＆イベート法律事務所 パートナー米国弁護士 北川 リサ 美智子 

35年に渡り，多くの一流日系企業の米国における成功のために法律顧問を務める。カリフォルニア州，テキサス州，ニュ

ーヨーク州，ジョージア州の弁護士資格を保持。米国連邦最高裁判所認定弁護士。東京大学研修後，1986年京都大

学法学修士（米国人の弁護士として 3人目の法学修士）。日本と米国の法律の架け橋として高い評価を得ており，訴訟

を中心とした相談業務及び雇用法代理等を手がける。大手の国際法律事務所で弁護士経験を積んだ後，1993年に独

立。カリフォルニア州にて北川＆イベート法律事務所を設立，テキサス州にてサテライト・オフィスを設立(TX予約制)。日本文

化に精通，日本語も堪能。最近では全米アメリカ法曹協会の「雇用法」の部において，その特別メンバーとして選任され取り

上げられた。 

https://www.americanbar.org/groups/labor_law/news_announcements/spotlight/archived/2017/2

0170807_kitagawa.html，http://www.japanuslaw.com/jp/attorneys_lisa.html 

雇用法に特に見識が深く，論文や著作，行った講演も多数。 

 

弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 牟礼 大介 

1998 年東京大学法学部卒業，2000 年弁護士登録。2007 年 University of Michigan Law School 卒業

（LL.M），2008 年ニューヨーク州弁護士登録。日本労働法学会，経営法曹会議，国際法曹協会（IBA）会員，

2010 年から 2016 年まで九州大学大学院法学研究科非常勤講師（労働法）。グローバル企業から中小企業まで企業

規模を問わず，国内外の幅広い業種の企業からの人事労務に関する相談案件，訴訟案件，団体交渉対応，労基署対

応などを多数取り扱うほか，同分野の講演・著作が多数ある。 

http://www.ohebashi.com/jp/lawyers/mure_daisuke.php 

 

お申込み時にいただきました個人情報は大江橋法律事務所が管理し、ご本人様確認、お問合せ対応、 

各種案内の送付、その他主催者によるサービス提供の目的にのみ使用します。 

本セミナーにお申込みいただく際は、下記【個人情報保護ポリシー】をご確認いただきますようお願いいたします。 

【大江橋法律事務所 個人情報保護ポリシー】 

http://clk.nxlk.jp/7rLTreXn/test 
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